
議員提出議案第２号 

 

綾瀬市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 このことについて、地方自治法第１１２条及び綾瀬市議会会議規則第１４条第１項

の規定により、次のとおり提出する。 
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   綾瀬市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年綾瀬市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

別記様式中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

政務活動費に係る収支報告書に押印を求めないこととするため、所要の改正をいた

したく提案するものであります。 


